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令和 2 年度 第 4 回 広島支部評議会議事概要報告 

 

開催日時 令和 3 年 1 月 15 日（金） 15：00～17：00 

場  所 広島ガーデンパレス 孔雀・朱鷺 

出席議員 （学識経験者）江頭 大藏、佐田尾 信作、畑 雄太 

（事業主代表）石井 正朗、中島 潤子 

（被保険者代表）金井 真、西岡 洋、薮本 敬士      （敬称略） 

 

議 題 
 

１．令和 3 年度広島支部保険料率について 

２．令和 3 年度広島支部事業計画（案）・広島支部保険者機能強化予算（案）について 

３．その他 

議事概要 

（主な意見） 

 

議題１．令和 3 年度広島支部保険料率について 

事務局より「令和 3 年度広島支部保険料率」について、資料に沿って説明。個別の意見等につ

いては、以下のとおり。 

（被保険者代表）新型コロナウィルスの影響がなかった場合、広島支部の保険料率（0.03pt 引き

上げ）は別の結果になることもあり得たのか。 

⇒ コロナに関係する要素は均衡料率に影響を与えるが、平均料率については（均衡料率が

10％を超えない限り）影響することはない。 

したがって、平均料率に医療費の地域差等を反映させる都道府県単位保険料率において

も、（コロナ影響の地域差は多少あるにしても）新型コロナの発生有無そのものが直接的に

令和 3 年度の支部の保険料率に影響することにはならない。 

（事業主代表）保険料納付猶予の影響は、収支見込に織り込まれているのか。 

⇒ ご指摘のとおり。納付猶予による影響額を保険料収入に反映させている。 

（事業主代表）平均標準報酬月額について、今年度は 9 月に上昇しなかった要因を確認したい。 

⇒ 算定のもとになる 4 月から 6 月の被保険者の賃金において、新型コロナウィルスの影響

が大きかったと見ている。過去には、リーマンショック時にも同様の事象が発生してお

り、以前の水準に戻るには数年を要した経緯があることから、今後の動向に注視したい。 

（被保険者代表）広島支部の保険料率上昇は、医療給付費の増加が要因か。また、共通料率の中

で、料率が上昇しているもの（第 2 号料率）について内容を確認したい。 
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⇒ 1 人当たり医療給付費（調整後）の水準が高いことに加え、その伸びが全国平均を上回

ったことによるものである。 

第 2 号料率は、高齢者医療への仕送り分とインセンティブ負担分になるが、料率が上昇

している主要因は前者になる。現在は日本の年齢構成の影響によって後期高齢者の増加

が一時的に鈍化しているが、今後、団塊の世代が順次移行していくため料率にも大きな

影響を与えることが懸念される。 

（学識経験者）受診控えによる症状悪化から医療費の増加が懸念されるが、協会としての対応は

何かあるのか。 

  ⇒ 受診控え等による医療費への影響は資料でお示ししているとおりであるが、医療へのア

クセスそのものについて医療保険者としてどこまで関与するかは難しい部分もある。協会

としては、年に一度の健診受診や重症化予防事業等を通じて早期治療に基づく医療費の適

正化を推進していきたい。 

（学識経験者）準備金の積立額がどの程度必要なのか示されると、保険料率が引き上げとなった

場合でも理解を得られやすいと考える。 

⇒ 貴重なご意見として受け止める。財政の赤字構造やコロナ影響により先行きが不透明な

ことから、平均料率 10％維持を基本と考えており、結果として一定期間は準備金が積み

上がることが想定される。協会としては、財政的に余力のあるうちに保険者機能をさらに

強化することが重要と考えており、近年、そのための予算配分増加の原資にも活用してい

るところである。 

（被保険者代表）介護保険料率は単年度収支が均衡するように定められているが、介護納付金が

減少すれば、介護保険料率は下がるのか。 

⇒ 保険料収入が変わらないという前提のもとでは、料率は下がることになる。高齢化が進

む中で介護納付額が減少することは想定しにくいことに加え、コロナの影響が保険料収入

に与える影響にも留意していく必要があると考えている。 

議題２．令和 3 年度広島支部事業計画（案）・広島支部保険者機能強化予算（案）について 

事務局より「令和 3 年度広島支部事業計画（案）・広島支部保険者機能強化予算（案）」につい

て、資料に沿って説明。個別の意見については、以下のとおり。 

（事業主代表）地域の医療提供体制への働きかけや意見発信とは、具体的に何を行っているの

か。 

⇒ 地域医療については、2025 年に向けて効率的で不足のない提供体制を構築することを

目的とした議論の場が設けられている。保険者としては地域の実情に配慮しつつも、客観

的なデータ等に基づいて医療機関が担う機能や必要な病床数の検証について意見発信をし

ている。具体的には、急性期機能に過剰感がある一方で、回復期や慢性期機能に不足が生

じる傾向にあることから病床数の適正配置を求めている。 

  なお、今後は外来機能についても議論を進めていくことが予定されている。 
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議題３．その他 

事務局より、「インセンティブ制度について」及び「医療保険制度改革について」、資料に沿っ

て説明。個別の意見については、以下のとおり。 

（学識経験者）日本の少子化ペースが以前の予想より早まっているが、今後の医療保険制度改革

に影響はあるのか。 

  ⇒ 社会保障制度改革の議論においては、将来を見据えた見通し等が議論の素材として示さ

れており、人口等の前提は国立社会保障・人口問題研究所のデータが活用されていると承

知している。ご指摘内容の出所については把握していないが、同機関のデータに関連する

ものであれば当然ながら今後の議論に影響してくると考えられる。 

特記事項 
 

傍聴者２名 

次回は令和 3 年 7 月に開催予定 

 


